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第４２３回（定例）福崎町議会会議録 

                             平成２１年６月１２日（金） 

                             午前９時３０分   開 会 

 

  １．平成２１年６月１２日、第４２３回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。 

 

  １．出席議員    １５名 

 

 

  １．欠席議員     １名 

 

 

  １．事務局より出席した職員 

    事 務 局 長  中 塚 保 彦  主 査  澤 田 和 也 

 

  １．説明のため出席した職員 

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  岡 本   裕  技 監  樋 口 和 夫 

    会 計 管 理 者  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  近 藤 博 之  税 務 課 長  山 口 省 五 

    住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二  健 康 福 祉 課 長  高 松 伸 一 

    ま ち づ く り 課 長  志 水 利 雄  産 業 課 長  井 上 茂 樹 

    下 水 道 課 長  後 藤 守 芳  水 道 課 長  豊 國 明 紀 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  志 水 清 二 

    代 表 監 査 委 員  城 谷   章 

 

  １．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸報告 

第 ４ 議案の上程・議案説明 

 

  １．本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸報告 

日程第 ４ 議案の上程・議案説明 

 

  １．議案件名 

１番 松 岡 秀 人   ９番 吉 識 定 和 

２番 牛 尾 雅 一  １０番 石 野 光 市 

３番 宮 内 富 夫  １１番 小 林   博 

４番 釜 坂 道 弘  １２番 東 森 修 一 

５番 福 永 繁 一  １３番 冨 田 昭 市 

６番 志 水 正 幸  １４番 北 山 孝 彦 

７番 難 波 靖 通  １６番 宇 﨑 壽 幸 

８番 広 岡 史 郎    

１５番 高 井 國 年    
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報告第 ５号 平成２０年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告について 

報告第 ６号 平成２０年度兵庫県町土地開発公社事業報告について 

報告第 ７号 平成２０年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の報

告について 

報告第 ８号 平成２０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算繰越明許費にか

かる繰越計算書の報告について 

報告第 ９号 平成２０年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にかかる

繰越計算書の報告について 

報告第１０号 平成２０年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

議案第４３号 監査委員の選任について 

議案第４４号 中播公平委員会委員の選任について 

議案第４５号 平成２０年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について 

議案第４６号 平成２０年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定について 

議案第４７号 平成２０年度福崎町水道事業剰余金処分について 

議案第４８号 工事請負契約の変更について 

請願第 ２号 「公共工事における賃金等確保法」（仮称）の制定など公共工事にお

ける建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書提出を求める

件 

 

  １．開会及び開議 

 

議 長 皆さん、おはようございます。 

第４２３回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。 

木々の緑もいよいよ色濃くなり、若葉を渡ってくる風に夏が感じられます。本

日ここに第４２３回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員の皆さんに

はご健勝にて、早朝からご参集を賜り、定刻に開会できますこと、まことにあり

がとうございます。 

さて、今期定例会に付議されます案件は、報告第５号から第１０号までの６件、

議案第４３号から議案第４８号までの６件及び請願１件の計１３件が予定されて

おります。何とぞ議員各位には格別のご精励を賜り、慎重審議の上、適正妥当な

る結論づけが得られますようお願いを申し上げますとともに、議事の円滑なる運

営につきましても格別のご協力をお願い申し上げまして、本定例会の開会のごあ

いさつといたします。 

ただいまの出席議員数は１５名でございます。定足数に達しております。 

よって、第４２３回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

なお、本日の議会に高井議員が欠席という届けが出ておりますので報告をして

おきます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。 

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により、議長が指名をい

たします。 

３番、宮内富夫議員 



- 3 - 

１１番、小林 博議員 

以上の両君にお願いいたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。 

会期の決定の件を議題といたします。 

去る６月５日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既

に皆様のお手元にお渡ししております日程表案のとおり本日から６月２５日まで

の１４日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長 ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から６月２５日までの１４日間といたします。 

 

日程第３ 諸報告 

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。 

第４２２回臨時会閉会後、本日までの主要事項について日付順にご報告を申し

上げます。事務局に朗読させ、報告といたします。 

事 務 局 長 ５月２９日、財団法人柳田國男・松岡家顕彰会理事会が開催され、議長が出席

をいたしました。また、同日、エルデホールにおいて、福崎町戦没者追悼式が開

催され、議長ほか議員多数が出席をし、議長が追悼のことばを述べてまいりまし

た。 

６月１日、北野プラザ六甲荘において、兵庫県町議会議長会定期総会が開催さ

れ、議長並びに石野議員が出席をし、その席上で、石野議員並びに高井議員が全

国町村議長会の町議会議員１５年以上在職功労者の伝達表彰を受けられました。

皆様方とともにお喜び申し上げたいと存じます。 

６月３日、第２デイサービスセンターにおいて社会福祉協議会第３回理事会が

開催され、議長が出席いたしました。 

６月５日、議会運営委員会を招集し、第４２３回定例議会の運営について協議

いたしました。また、同日、県議会大会議室において第３００回兵庫県議会記念

講演会が開催され、正副議長が出席いたしました。また、同日役場大会議室にお

いて、福崎町観光協会総会が開催され、議員多数が出席をいたしました。また、

同日、サルビア会館において、福崎まつり運営委員会が開催され、総務文教常任

委員長並びに産業建設常任委員長が出席をいたしました。 

６月８日、役場大会議室において、福崎町水防・防災合同会議が開催され、議

長が出席をいたしました。 

以上です。 

議 長 以上で諸報告を終わります。 

また、例月出納検査の報告書が議長あてに提出されており、その写しを配付し

ておりますので、ご覧いただければ幸いかと存じます。 

 

日程第４ 議案の上程・議案説明 

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。 

これから報告第５号、平成２０年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告
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についてから請願第２号、「公共工事における賃金等確保法」（仮称）の制定な

ど公共事業における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書提出を求

める件までの１３件を一括議題といたします。 

これから町長提案の議案に対する上程理由の説明を求めてまいります。 

町    長 おはようございます。第４２３回福崎町議会定例会にご出席をいただきまして

ありがとうございます。梅雨に入り、うっとうしい日と田植えの忙しい日が続

いております。この議会は、４月の町議選において、町民の皆様から議員とし

て信託された新しい議員による最初の定例会であります。地方分権が叫ばれる

中、百年に一度と言われる厳しい経済環境の中で開かれている議会でもありま

す。 

政治は中央、地方を問わず、そこに住む人のいのち・くらし・人権を守り、よ

り豊かな方向へと努力することだと心得ております。議員の皆様の知恵と力をお

かりして、私たちもその方向を目指して努力を尽くしてまいりたいと考えており

ます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

予算を決定いたしました３月議会から、わずか３カ月しかたっていませんが、

その間にも世界では大きな変化が起こっております。その一つは、政治経済の理

論的支えとなっておりました新自由主義が大きく後退したことであります。民に

任せることは民に任せよという意見が大きく、本来は公で運営した方がいいと思

われるものまで民に移行させる風潮がありました。その結果は、百年に一度の経

済危機を招いたのであります。民への移行によって、一部の人々は大もうけをし

ましたが、民営で立ち行かなくなる事態が進行いたしました。そして今、公が支

援をしなければ、多くの国民に強い影響を与えるとの理由で、公的支援に乗り出

すケースも生まれています。もうけるときは民の一部がもうけ、損失は公が国民

の税金で負担するという現象が生まれているのであります。 

資本主義の本質は、「我が亡き後に洪水は来れ」だという説がありますが、資

本主義の世にあっても、資本主義のルールを確立して、人々のいのち・くらし・

人権を守るようにしなければなりません。 

もう一つの変化は、アメリカのオバマ大統領が世界に向かって核軍縮を呼びか

けたことであります。科学技術の進歩・発展は、目覚ましいものがあります。そ

の平和的利用は、私たちの生活に大変役立っています。しかし、一方で軍事的に

も利用され、悲惨な戦争が今も繰り広げられています。その最たるものは、核兵

器であり、広島、長崎で実証済みであり、今はその何十倍、何百倍も大きいと言

われており、大きな力を持つ、破壊力を持つ兵器となっています。しかも、核開

発を進める国は後を絶ちません。これまでも核拡散の防止や、核軍縮の呼びかけ

があり、国際的にも、この課題を話し合う組織はできておりました。しかし、こ

れまでの提案や話し合いでは、いい結果は生まれないだろうと思われていました。

なぜなら、これまでは核拡散防止が中心で、真剣な軍縮の方向ではなかったから

であります。大国が核を持つことをそのままにしておいて、後進国が核を持つこ

とを防止するというものが中心だったからであります。自分が核を持っているの

はいいけれども、あなたが核を持つのは許さないと言うのでは、説得力の話し合

いが進むはずがありません。しかし、今度は一番多く核兵器を持っているアメリ

カの大統領が自分も減らすから、あなたも減らしませんかと呼びかけているので、

説得力があります。アメリカは大変な経済危機の中で、戦争にお金を使うことが

いかに愚かであるかを身をもって実感されたのだと思います。 

そんな中で北朝鮮が核実験を強行したことは許すことのできない行為でありま

す。 
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さらにもう一つ、私の心に残った事件がありました。足利事件で、逮捕から１

７年たって釈放されたというものです。無実を叫び、ＤＮＡ鑑定のやり直しを求

め、やり直しの結果、別人と判明いたしました。 

今述べました三つのことは、今議会とは直接関係がないようですが、暮らしの

中に憲法をという趣旨からいたしますと、示唆に富むものばかりであります。私

たち町政に携わる者は、偏見にとらわれず、物事を関連づけ、多面的・総合的に

判断しなければならないと思ったわけであります。 

さて、本議会には報告６件、議案６件を提案いたしております。内容につきま

しては、副町長及び担当課長が説明をいたしますので、十分ご審議の上、ご賛同

賜りますようお願いを申し上げます。 

次に、各課報告に参ります。 

総務課についてでありますが、新型インフルエンザ対策については、４月２８

日に兵庫県新型インフルエンザ対策本部が設置され、発熱相談センターが保健所

に設置されました。本町も４月３０日に新型インフルエンザ対策連絡会議を、５

月１８日には町長を本部長とする新型インフルエンザ対策本部を設置し、対応い

たしました。 

また、６月３日には、井戸兵庫県知事から新型インフルエンザひょうご安心宣

言が発せられたところであります。 

現在、学校関係、公共施設、町行事は通常どおりとしていますが、手の消毒剤

の配置など、注意体制をとっております。引き続き関係機関と連携を密にし、情

報収集、提供などに努めてまいりたいと考えております。 

次に、選挙事務についてですが、７月に兵庫県知事選挙が執行されます。６月

１８日告示、７月５日の投票となっています。また、選挙人名簿の定時登録者数

は６月１日の基準日現在、男子７,３６１人、女子８,１３０人、計１万５,４９

１人となり、前回の３月基準日よりは１８人の減となっております。 

次に、企画財政課についてであります。 

企画財政課では、定額給付金の申請受け付けを４月５日から開始し、第１回目

の口座振込を４月２４日に行いました。５月２０日現在で給付の手続が完了した

件数は６,４３５件で、９０．５％の執行率となっております。金額では、２億

８,７３６万８,０００円で、９４．８％の執行率となっております。まだ申請さ

れていない方には、改めて申請の案内をしながら、１０月５日まで受け付けを行

ってまいります。 

昨年秋以降の急激な景気後退に対処するための経済対策として、３月議会では

定額給付金や地域活性化・生活対策臨時交付金など、追加予算を計上し、その執

行に取り組んでいるところですが、国においては、さらに総額１５兆円に上る経

済対策を盛り込んだ平成２１年度補正予算が成立いたしました。 

このたびの補正予算では、各省庁における補助事業に加えて、地域活性化に対

応するための経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金などが盛り込まれて

います。これらの予算を有効に活用して、経済対策など地域活性化に取り組むた

め、現在、各課ともに情報収集と事業の検討を行っており、今後その対策を盛り

込んだ補正予算として上程したいと考えております。 

税務課につきましては、平成２１年度の住民税特別徴収納税通知書は、１,５

６３事業所に発送いたしました。また、軽自動車税につきましては８,４７７台

の納付通知票を５月１１日に発送いたしました。 

平成２１年度町税等の集合徴収納税通知書及び介護保険料納入通知書は６月１

６日に、後期高齢者医療保険料の納入通知書は、７月１６日の発送に向けて準備
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を進めております。 

滞納整理対策委員会は、関係者の滞納者リストをもとに、合同による徴収を行

いました。収納率向上のため、ことしの12月から３カ月間、兵庫県の滞納整理回

収チームに派遣をお願いしています。今後、県と協議することになっております。 

住民生活課についてであります。 

平成２１年度福崎町消防団操法大会については、５月１７日、福崎東中学校に

おいて実施しました。３２分団による熱戦が繰り広げられ、自動車ポンプの部は

新町分団が優勝、小型動力ポンプは福田分団が優勝、準優勝が庄分団でした。こ

れら３分団は、来る６月２８日に市川町の川辺小学校で開催されます神崎郡消防

操法大会に福崎町代表として参加をいたします。 

平成２１年度福崎町戦没者追悼式については、５月２９日、福崎町エルデホー

ルにおいて行い、参加者は２２３人でした。遺族会との協議で、来年度は町、遺

族会で共催、再来年度は遺族会主催で行うため、準備が整った会場、エルデホー

ルに変更をいたしております。 

平成２１年度福崎町水防訓練については、６月２１日、長目の市川河川敷にお

いて行います。この訓練は、２年に一度実施し、出水期を迎える時期に、住民を

災害から守るため、福崎町消防団と町職員が合同で行います。 

健康福祉課についてであります。 

７月から中学１年生から３年生の入院にかかる自己負担分及び重度身障者の精

神疾患にかかわる医療費の自己負担分を助成し、福祉医療制度を拡充いたします。

７月の受給者証一斉更新も兼ね、広報、回覧等で周知してまいります。 

保健事業では、特定基本健康診査を６月３日から９月１４日までの１５日間の

日程で実施します。予約日にまだ余裕があり、２回目の募集を行っております。

多くの町民の方に受診をしていただき、生活習慣病等の早期発見、早期治療につ

なげていき、効果的な保健指導を実施したいと考えております。 

介護保険事業では、第４期事業計画がスタートし、高齢者の健康づくりや介護

予防推進に努めていますが、４月からの要介護認定について経過措置が設けられ、

今後、認定結果の状況を検証した上で、必要に応じ、迅速に見直しを行うことと

なりました。 

産業課についてでありますが、県事業として実施されていました福崎町田口の

里山公園なぐさの森が完成、５月５日に田口区が記念イベントを開催し、２５０

名が参加いたしました。県内で２番目となる株式会社八千種営農の発足記念式典

が５月８日に開催され、新たなスタートを切りました。野菜などを学校給食に提

供し、地産地消に貢献することとなっております。 

圃場整備事業に伴い、５月３１日に西治土地改良区が設立され、今後は２４．

９ヘクタールを県営事業として整備いたします。 

平成２１年度松くい虫航空防除事業を６月２日に実施し、第２回目は、６月２

３日に実施する予定であります。 

まちづくり課についてであります。 

道路関係では、中島井ノ口線道路新設事業は、未買収地の早期取得及び物件移

転を進めるとともに、引き続き工事を実施し、平成２３年度末の供用開始を目指

し、取り組んでおります。 

また、関連する県道の南田原交差点改良事業は、県と引き続き調整を行い、交

差点改良が早期完成するよう努めてまいります。 

そのほか、駅高橋線、高橋山崎線及び西治圃場整備に合わせた幹線道路の整備

を初め、安全施策整備や緊急性の高い道路改修等の工事を進めてまいりたいと考
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えております。 

砂防関係では、県施工で進んでいる西治地区の西治川砂防事業及び田口地区の

井津ノ奥川砂防事業は、関係者のご協力により、本年度中に完成する見込みとな

りました。 

都市計画マスタープランにつきましては、福崎町第４次総合計画後期基本計画

に基づき、将来の課題に対応できるまちづくりの実現を目指し、都市計画の面か

ら基本的な方向を示すため、策定作業を進めております。 

町有建物の耐震診断で、未診断となっておりました文化センターなどの耐震診

断は、このたび委託業者が決定をいたしました。今後は、今、各施策の調査結果

をもとに、耐震化の促進を図ってまいりたいと考えております。 

下水道課についてであります。面整備の拡大とともに、接続件数は１ ,９５０

件を超え、処理能力も２,１００トンを超えました。第２次処理施設が完成をし

ておりますために、処理能力は５２％でありますから、余裕を持った運転をし、

良好な水質を得ているところであります。 

また、昨年度進めました場内整備は、３月末で完成し、緑あふれる環境の施設

となりました。 

下水道面整備事業については、現在、山崎地区の月見橋からＪＲ播但線までの

間で鋭意工事を進めております。 

また、南田原地域の面整備工事に先立ち、進めております田原第３汚染幹線管

渠工事は、推進工事が順調に進み、全区間858メートルが完了することにより、

工事も早期に終わる見通しとなりました。本年度中は中国縦貫自動車道以南の吉

田地区より面整備工事も進めてまいります。雨水幹線整備事業については、工事

中の長目雨水幹線工事その１及びヤゴ雨水幹線未改修部の改修工事が完了をいた

しました。引き続き、東大貫中島線の地下に埋設予定のヤゴ雨水幹線管渠工事の

着手に向けて、準備を進めているところでございます。 

学校教育課についてであります。 

新型インフルエンザについては、感染が県内で確認されたことにより、関係機

関と協議の上、臨時休校措置を行いました。期間は、中学校は１８日から２２日

までの５日間、小学校、幼稚園、保育所は１９日から２２日までの４日間です。

保護者の皆様や子どもたちには、急な休校、休園で大変ご迷惑をかけることとな

りました。臨時休校に伴う授業の回復措置は、中学校は８月２４日から５日間、

小学校、幼稚園は、８月２５日から４日間で行う予定といたしております。 

福崎幼稚園については、初めての幼保一体化施設として、４月に開設し、保育

所１２４名、幼稚園１３名、合計１３７名でスタートをいたしました。園内は笑

顔がいっぱいで明るく、元気な子どもたちの声が響いております。 

次世代育成支援対策行動計画については、平成１７年３月に策定いたしました

前期計画の見直しを行い、後期計画を策定するための次世代育成支援対策地域協

議会を設置いたしました。 

社会教育課についてでありますが、４月２９日、第３回民俗辻広場まつりをも

ちむぎの館周辺で開催いたしました。当日は、地元の民俗芸能、浄舞や奥の細道

の映像と朗読などの披露があり、昨年を上回る多くの方々に楽しんでいただきま

した。 

第２７回福崎町美術展を５月２３日、２４日、２５日の３日間実施をいたしま

した。作品の応募は５部門で、１７５点でありました。 

水道課の関係でありますが、５月８日に吉田地区３件の下水道工事に伴う配水

管移設工事の入札を行いました。 
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また、６月１日からの水道週間に合わせて、６月１日に福崎町管工事協同組合

による技術講習会を行い、町内業者の技術力向上を図りました。 

以上をもちまして冒頭のあいさつとさせていただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いをいたします。 

議 長 ただいま上程議案に対する町長の大要の説明が終わりました。 

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で朗読及び説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願いい

たします。 

まず、報告第５号、平成２０年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告に

ついて、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

社会教育課長 失礼いたします。 

報告第５号、平成２０年度財団法人柳田國男・松岡家顕彰会事業報告について、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告をいたします。 

報告書の１ページをお開きください。 

平成２０年度の事業概要でございます。朗読をさせていただきます。 

平成２０年度事業報告について、事業概要。 

平成２０年度の主な事業としましては、４月から５月にかけ、「松岡映丘没後

７０年記念展」を実施し、期間中、第２回「民俗辻広場まつり」が開催されまし

た。 

また、７月には、生家で行うミニコンサート、「親子で聴く津軽三味線」と題

し、津軽三味線奏者岡田修氏による演奏会を実施いたしました。 

８月には、第２９回山桃忌を開催し、講師に財団法人南方熊楠記念館理事の吉

川寿洋氏を迎え「柳田國男と南方熊楠」と題し、講演をいただきました。その内

容は、１１月発行の会報「辻川界隈」で紹介をいたしました。 

８月から９月にかけ、「兵庫・岐阜・京都 タペストリーに織り込む『３つの

ふるさと展』」と題し、地元の工芸染色作家、伊吹佳三氏の作品展を実施しまし

た。 

平成２１年に入り、２月から３月にかけ、丑年にちなんだ企画展「ウシさん大

集合～牛・ウミウシ・カタツムリ～」として、牛の描かれた画工展や、兵庫県立

人と自然の博物館からウミウシをお借りし、展示をいたしました。 

期間中、同館の鈴木武氏を招き、セミナー「カタツムリをさがそう」を実施し

ました。 

また、テレビでおなじみの「探偵ナイト・スクープ」のチーフ・プロデューサ

ー、松本修氏が、「アホ・バカ方言が描く美しい円」と題し、『蝸牛考』の「方

言周圏論」をわかりやすく講演いただきました。講談士河南堂珍元斎氏による

「柳田國男の『かたつむりの話』」とあわせて実施をいたしました。 

また、記念館の月刊誌を７月号から発行しております。 

２ページをお開きください。月別に主な事業をお示しいたしております。お目

通しをいただきたいと思います。 

３ページをお開きください。平成２０年度記念館入館者数及び入館料月別明細

表でございます。上の表が月別明細表です。年間合計は入館者数５,２６０人、

入館料は７６万９,１６０円です。下の表が過去５年間の入館者数及び入館料の

推移となっております。 
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２０年度の入館料は、前年に比べ１割以上の減となりました。これは、年度初

めの姫路菓子博や、秋口からの景気の悪化によるものと考えております。 

４ページをお開きください。平成２０年度の会計決算書でございます。 

５ページをお開きください。収入の部でございます。決算額の説明をいたしま

す。 

財産収入、１１万７,０２０円は、定期預金利子、普通預金利子、出資金配当

金の合計です。 

定期預金利子は、基金２,５００万円の利子となっております。寄附金収入１

万５,０００円は、山桃忌のお供え分でございます。 

その他、２社から４０万円の寄附をいただきましたが、これは町を通じたため、

福崎町の補助金に含めております。町の補助金は、人件費や光熱水費等と、あと

先ほどの寄附分の４０万円を含めまして２９０万円となっております。入館料収

入７６万９,１６０円は、先ほど説明したとおりでございます。 

会費収入は、昨年度から１０万４,０００円ふえ、８１万９,０００円となりま

した。個人会員４１６人、昨年度から２９人の減、法人会員４２団体、昨年度か

ら１５団体の増となっております。 

雑入７万３,１５０円は、書籍等販売代金ほかでございます。 

当期収入合計が４６９万３,３３０円、前期繰越額が１００万９,１４５円、収

入合計で５７０万２,４７５円でございます。 

６ページをお開きください。支出の部です。 

法人費は、顕彰会の管理に要したもので、３５５万７,９５７円です。内訳と

して、会議費３万１,８００円は、理事会の弁当代、賄費等でございます。 

需用費は１１８万４３８円で、消耗品費１９万２,７９０円は、事務用消耗器

材費、食糧費１万９,３８０円は、山桃忌のお茶代ほかとなっております。 

印刷製本費１０万２８１円は、パンフレットの印刷ほかでございます。 

光熱水費８６万７,９８７円は、電気代、水道料金です。 

役務費３５万９,４５４円は、通信運搬費として２２万４,２３２円で、郵便料、

電話料金です。 

広告費３万円は、２００８年度版料金ガイド広告代となっております。 

手数料４万９,９７０円は、山桃忌講演の反訳、また映丘の画稿表装等でござ

います。 

保険料の５万５,２５２円は、記念館、生家、収蔵品の火災保険料となってお

ります。 

使用料及び賃借料３万６,０８０円は、会場器具等借上料で、清掃用具ほかで

ございます。 

備品購入費６９万３,２００円は、倉庫にスチール棚を、また國男直筆の原稿

を収納する総桐の整理箱を購入いたしました。 

人件費１０８万４,８０５円は、アルバイト賃金ほかでございます。 

旅費１７万２,１８０円は、理事会費用弁償、出張旅費でございます。 

７ページをお開きください。 

事業費は１４７万１,６６０円となっております。委託料６８万１,９８３円は、

警備保障、また山桃忌前夜祭ほかでございます。 

工事請負費２万８,２７３円は、諸施設費で表示板や記念館のブラインドの取

替分ほかとなっております。 

修繕費２５万９,５０７円は、記念館の動力盤の腐食による改修とエアコンの

修理代ほかでございます。 
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負担金１万８,０００円は、兵庫県博物館協会費、日本民俗学会年会費でござ

います。 

交際費１１万５,４１２円は、慶弔費、贈答費ほかでございます。 

報償費２２万８,８３５円は、講師謝礼ほかでございます。 

会報費１３万９,６５０円は、会報「辻川界隈」第５号の印刷代でございます。 

以上、当期支出合計は５０２万９,６１７円です。当期収支差額は、マイナス

３３万６,２８７円、次期繰越額は６７万２,８５８円で、平成２１年度に繰り越

しとなります。 

８ページをお開きください。 

貸借対照表でございます。当該年度における財務の状態をあらわしております。 

まず借方の資産の部でございます。流動資産は普通預金、棚卸資産で、合計８

３万１,４６２円です。固定資産は、有形固定資産の建物から模型までで、有形

固定資産合計としまして３,０６１万７,５６０円です。無形固定資産は、電話加

入権の５万８,２５３円です。投資等は、定期預金、出資金で投資等合計で２,５

０２万円です。資産合計が５,６５２万７,２７５円です。 

貸方の正味財産の部としましては、負債がございませんので、合計で５,６５

２万７,２７５円となります。 

９ページをお開きください。 

財産目録でございます。貸借対照表の内訳明細となっております。お目通しを

いただけたらと思います。 

１０ページをお開きください。 

正味財産増減計算書でございます。正味財産がその年度中にどのように増加、

また減少したかを示し、期末の正味財産額をあらわしていますので、お目通しく

ださい。 

１１ページをお開きください。 

計算書類に対する注記でございます。会計方針、基本財産の増減、次期繰越収

支差額、固定資産の取得価格、減価償却累計を示しています。お目通しをいただ

けたらと思います。 

１２ページをお開きください。 

監査報告書でございます。５月２１日に監事３名の方に記念館で監査を受けて

おります。なお、社会教育課資料に、参考といたしまして、平成２１年度の事業

計画、予算書及び理事、監事の名簿を添付していますのでご参照ください。 

以上、報告第５号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

議 長 次に、報告第６号、平成２０年度兵庫県町土地開発公社事業報告について、報

告第７号、平成２０年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の

報告についての両案を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに両案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

企画財政課長 失礼をいたします。 

まず、報告第６号、平成２０年度兵庫県町土地開発公社事業報告についてご説

明申し上げます。 

兵庫県町土地開発公社は、福崎町など県下１２町が出資している地方自治法第

２２１条第３項に該当する法人です。したがいまして、地方自治法第２４３条の

３第２項の規定に基づき、その事業報告及び財務諸表を報告させていただくもの

であります。 
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それでは、報告書の１ページをお開き願います。 

まず、平成２０年度における事業の概況でありますが、土地の取得は２ページ、

上段にお示しをしておりますとおり、播磨町及び福崎町からの２件で１ ,２９１

平方メートル、８,６５５万３,０００円であります。 

一方、土地の処分は２ページに下段に一覧表をお示ししておりますとおりで、

処分に該当するものは、平成２０年度買戻額の元金相当額があるものとなります。

件数で６件、金額では１億９,０９０万４,０００円となっております。 

このうち、平成２０年度で処分が完了した土地は４件、金額で１億５,６４０

万４,０００円であります。 

この結果、兵庫県町土地開発公社の平成２０年度末土地現在額は４件で１億８,

０８７万９,０００円となります。 

次に、３ページからの財務の概況をご説明申し上げます。 

まず、予算執行実績でありますが、収益的収入及び支出の収入は、事業収支で

は、一般事業売却収益が５町からの元金利息相当分１億９,５６４万４,７００円、

事務費収益が委託２町からの４３万２,７６５円であります。 

事業外収益では基本財産利息は１２町からの出資金１,８００万円に対する利

息で１０万６,０９９円、預金利息は普通預金及び出資金以外の定期預金の利息

で９万２３８円、合計で１９万６,３３７円となりまして、収益的収入合計は１

億９,６２７万３,８０２円であります。 

次に、４ ページの支出でありますが、事業原価では一般土地売却原価が１億

９,５６４万４,７００円、販売費及び一般管理では需用費等の事務費及び町村会

への事務委託料２００万円などで、合計２２２万１,８７５円となっておりまし

て、収益的支出合計は１億９,７８６万６,５７５円であります。 

この結果、当期純利益は１５９万２,７７３円の損失となりました。 

５ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入では、一般土地借入金

の２件分、８,６５５万３,０００円であります。 

支出は、公有地取得事業費では一般土地取得費が受託２件分の８,６５５万３,

０００円、長期借入金返済金では一般事業償還金が４町、６件分の元金１億９,

０９０万４,０００円でありまして、資本的支出合計は２億７,７４５万７,００

０円となっております。 

６ページからは借入金の概要、監査の実施状況、一般庶務事項を取りまとめて

おりますので、それぞれお目通しください。 

次は１０ページをお開き願います。１０ページからは土地開発公社計算書類を

お示ししております。まず、貸借対照表であります。資産の部は現金及び預金が

３,６５４万３９２円、公有用地が１億８,０８７万９,０００円で、資産合計は

２億１,７４１万９,３９２円であります。 

負債の部は、長期借入金が１億８,０８７万９,０００円であります。 

資本の部は、基本財産が１,８００万円、準備金が前期繰越準備金、当期純利

益などの合計で１,８５４万３９２円となっております。 

１１ページをお開き願います。１１ページは損益計算書をお示ししております。

予算執行実績でも申し上げましたとおり、当期純利益は１５９万２,７７３円の

損失により、当年度末未処分利益剰余金は１,８５４万３９２円となっておりま

す。 

１２ページにはキャッシュ・フロー計算書、また１３ページには財産目録、１

４ページ、１５ページには附属明細書を、１６ページでは委託団体別買戻額予定

表をお示ししております。 
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１７ページをお開きください。１７ページは監査報告書でありますが、平成２

１年４月２２日、監事であります市川町長、新温泉町長の２名に監査を受けたも

のでございます。 

１ページにお戻りください。最後の段落の結び部分でありますけれども、今後

も土地開発公社を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況にありますが、公共

用地の確保に万全を期するとともに、長期保有土地の縮減など、設立団体と十分

協議の上、引き続き経営の健全化に向けて努力してまいりたいとしております。 

以上、平成２０年度兵庫県町土地開発公社の事業報告とさせていただきます。 

続きまして、報告第７号についてご説明を申し上げます。 

平成２０年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書でありますが、

この報告は３月議会において、議決をいただいました平成２０年度一般会計繰越

明許費の歳出予算に対する繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により報告をするものであります。 

次のページをお開き願います。 

平成２０年度一般会計歳出予算のうち、平成２０年度に繰り越した額は、款総

務費、項総務管理費の地域活性化・生活対策事業６３０万円から、次のページの

款教育費、項保健体育費の地域活性化・生活対策事業２,３００万円までの、合

計４億４,４５０万円であります。 

この繰越明許費にかかる事業内訳及び財源内訳につきましては、企画財政課資

料でご説明を申し上げます。 

資料１ページをお開き願います。各項におきます事業ごとの繰越額は、款総務

費、項総務管理費では地域活性化・生活対策事業で、桜池西側の転落防止柵設置

工事６３０万円並びに定額給付金給付事業で給付金及び事務費の３億１ ,６７０

万円であります。 

款民生費、項児童福祉費は、子育て応援特別手当支給事業で、特別手当及び事

務費の１,２６０万円であります。 

款農林水産業費、項農業費は千束水路整備事業で工事費及び事務費の２ ,０２

０万円であります。 

なお、箇所図等につきましては、資料２ページにお示しをしておりますので、

お目通しをください。 

款土木費、項道路橋梁費は中島井ノ口線整備事業で用地費及び物件移転補償費

の精算払いと工事費、事務費などで４,１２０万円であります。箇所図等につき

ましては、資料３ページにお示しをしておりますので、お目通しください。 

款教育費は、地域活性化・生活対策事業として予算計上したものを全額繰り越

すものでございますが、項小学校費では、各小学校校舎等の修繕８００万円及び

図書購入費２００万円、項中学校費では、中学校の施設修繕１５０万円及び図書

室図書購入費１００万円であります。 

項社会教育費では八千種研修センターの屋上防水工事５００万円及び青少年野

外活動センター管理棟など、木材部の保護塗装工事７００万円。 

項保健体育費では、町民第一グラウンドのバックネット等鉄部塗装などで１ ,

１５０万円、スポーツ公園のバックネット等鉄部塗装や管理棟などの木材部保護

塗装で１,１５０万円であります。 

事業ごとの財源内訳につきましては、説明資料に記載のとおりでありますが、

繰越総額４億４,４５０万円の財源内訳といたしましては、未収入特定財源とし

て国庫支出金が３億８,１７０万円、県支出金が１,１７０万円、受益者分担金４

００万円、地方債２,５１０万円を見込んでおります。 
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また、一般財源につきましては、２,２００万円を繰越財源として翌年度に繰

り越しをするものでございます。 

以上、報告第７号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 しばらく休憩いたします。再開は１０時５０分といたします。 

 

◇ 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時５０分 

◇ 

 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次は、報告第８号、平成２０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算繰越

明許費にかかる繰越計算書の報告について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

健康福祉課長 失礼をいたします。 

報告第８号についてご説明申し上げます。 

この報告は、３月議会で議決をいただきました後期高齢者医療事業特別会計予

算の繰越明許費にかかります繰越計算書について地方自治法施行令第１４６条第

２項の規定によりまして報告をいたします。 

次のページをお開きください。 

平成２０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書で

ございます。 

款総務費、項徴収費、事業名、高齢者医療制度円滑運営事業の事業費３９９万

円の全額を平成２１年度に繰り越し、その財源内訳につきましては、未収入特定

財源としまして、県費補助金３９９万円でございます。 

この事業は、平成２１年度保険料軽減措置を実施するための電算管理システム

改修に要する費用で、２１年度新たに低所得者の均等割額を９割軽減とし、２０

年度の保険料軽減措置、激変緩和措置の延長を行うもので、制度の円滑な運営に

ついての措置を講じるものでございます。 

株式会社さくらケーシーエスと契約し、６月末までに改修を行う予定です。 

よろしくお願いをいたします。 

議 長 次に、報告第９号、平成２０年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許

費にかかる繰越計算書の報告について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 失礼いたします。 

報告第９号、平成２０年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にか

かる繰越計算書報告についてご説明申し上げます。 

この報告は、３月議会に議決をいただいたもので、規定により計算書ができま

したので報告いたします。 

次のページに示しておりますのは、平成２０年度福崎町公共下水道事業特別会

計予算繰越明許費繰越計算書でございます。 

２款下水道事業費の公共下水道事業１８億４,０４７万１,０００円のうち、繰
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越額６億８９０万円の財源内訳といたしまして、既収入特定財源の受益者負担金

が２,２６０万円、国・県支出金が２億７,５６０万円、その他地方債が３億３０

０万円と一般財源７７０万円であります。 

繰越額の内訳につきましては、特定環境保全公共下水道の面整備舗装本復旧工

事等に充てる事業費１億１,３８０万円と公共下水道の面整備舗装本復旧工事に

充てます３億４,１１０万円及び浸水対策下水道の雨水整備事業に充てます１億

５,４００万円となっております。 

なお、下水道課資料１ページに繰り越しました工事等の箇所図を添付しており

ますので、あわせてご覧ください。 

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議 長 次に、報告第１０号、平成２０年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告

について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

水 道 課 長 失礼いたします。 

報告第１０号、平成２０年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

てご説明を申し上げます。 

繰越計算書をご覧ください。地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規定

による建設改良費の繰越額で、この事業は公共下水道事業に伴う配水管移設工事

山崎地区で工事費の一部を繰り越すものでございます。 

繰り越しとなった理由は、年度内完成を目指しておりましたが、下水道工事と

の併設工事のため、年度内完成が不可能となったということで繰り越すものでご

ざいます。 

事業費といたしましては、３,２６８万２００円、これが予算計上額でござい

ます。そして、平成２０年度の出来高が９９０万円ということで支払い義務の発

生額で、２０年度の出来高となっています。そして、翌年度繰り越しとなった額

が２,２７８万２００円でございます。この財源の内訳といたしましては、公共

下水道事業特別会計より工事負担金で受け取ります。 

なお、位置図につきましては、５月２７日の民生常任委員会資料１８ページに

お示しをしております。ご参照ください。 

以上で、報告第１０号の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたし

ます。 

議 長 次は、議案第４３号、監査委員の選任についてでございます。 

城谷代表監査委員の退席を願います。 

しばらく休憩します。 

 

◇ 

休憩 午前１０時５８分 

再開 午前１０時５９分 

◇ 

 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

それでは、議案第４３号、監査委員の選任について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を求めます。 
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副 町 長 失礼いたします。 

議案第４３号、監査委員の選任についてご説明いたします。 

現代表監査委員 城谷 章氏の任期が、この８月１６日をもって満了いたしま

すので、改めて城谷氏を監査委員に選任したく、地方自治法第１９６条第１項の

規定に基づき、議会の同意をいただこうとするものであります。 

ご承知のとおり、監査委員は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、

その他行政運営にかかる事務事業全般について監査をする執行機関であり、本監

査委員は福崎町監査委員条例第１条第２号に該当する見識を有する者の規定によ

り選任しようとするものであります。 

それでは、主な経歴についてご説明いたします。 

住所は、福崎町八千種２３２６番地、氏名、城谷 章、生年月日昭和１５年７

月８日、現在６８歳であります。 

最終学歴は昭和３４年３月に兵庫県立福崎高等学校を卒業、昭和３４年９月に

は兵庫県農業協同組合講習所を卒業されています。 

職業といたしましては、昭和３５年１月に兵庫県共済農業協同組合連合会に入

会、昭和６１年４月に連合会企画管理課長、平成６年２月には姫路支所長、平成

８年６月には常務理事、平成１２年４月には全国共済農業協同組合連合会兵庫県

本部本部長を歴任され、平成１５年７月に退職されています。 

役職歴といたしましては、平成１５年９月に共栄火災海上保険株式会社顧問に

就任、平成１７年８月に退職されています。 

また、平成１６年５月に八千種地区営農組合組合長に就任、平成２１年４月に

は株式会社八千種営農となり、その代表取締役社長に就任、平成１７年８月には

監査委員会委員に就任され、現在に至っています。 

総務課資料１ページに、私の抱負並びに任期一覧をお示ししていますのでご参

照ください。 

提案しております城谷氏は、人格高潔で経理事務、経営管理など、経験も豊富

ですぐれた見識をお持ちであります。 

総務課資料１ページの、私の抱負では、監査委員として今まで４年間にわたり

培ってきた法令及び監査に関する知識をさらに深め、法令に準拠して執行されて

いるかを見きわめ、不当があれば排除し、効果的・合理的・能率的に行政事務が

遂行されているか判断をいたしますと述べられています。これをご審議の参考と

していただき、何とぞご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明とい

たします。 

議 長 しばらく休憩します。 

 

◇ 

休憩 午前１１時０４分 

再開 午前１１時０４分 

◇ 

 

議 長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次は、議案第４４号、中播公平委員会委員の選任について、事務局に朗読させ

ます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を副町長から求め

ます。 
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副 町 長 失礼いたします。 

議案第４４号、中播公平委員会委員の選任についてご説明申し上げます。 

昭和５３年７月に中播公平委員会を共同設置し、現在３町５一部事務組合で構

成しております。３名で構成している委員のうち、市川町の佐野茂樹氏の任期が

この６月３０日をもって満了いたします。 

後任委員の選考に当たりましては、本委員会を構成する関係町長及び一部事務

組合管理者が協議する中、前任と同じ市川町から改めて佐野茂樹氏を中播公平委

員会委員に選任したく、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議会の

同意をいただこうとするものであります。 

それでは、主な経歴についてご説明いたします。 

住所は、神崎郡市川町下瀬加４２７番地、氏名、佐野茂樹、生年月日、昭和１

２年５月８日、現在７２歳であります。 

最終学歴は、昭和３１年３月に兵庫県立福崎高等学校を卒業されております。 

職歴といたしましては、昭和３１年９月に大和工業株式会社入社、昭和３２年

４月に同社を退職されています。昭和３２年５月に市川町職員に採用され、管理

職といたしましては、昭和５４年４月、教育委員会社会教育課長を初めとして、

水道局長、議会事務局長、町参事を歴任され、平成８年３月に市川町を退職され

ております。 

役職歴といたしましては、平成１０年４月に市川町隣保館参与兼指導員に就任、

平成１７年３月に退職されています。 

また、平成１４年５月に市川町人権文化推進協議会会長に、平成１７年７月に

は、中播公平委員会委員に就任され、現在に至っています。 

総務課資料２ページに、私の抱負並びに任期一覧をお示ししていますのでご参

照ください。 

佐野氏は、人格高潔で見識豊富な方であり、人事行政にも精通されている立派

な方でございますので、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明と

させていただきます。 

議 長 次に、議案第４５号、平成２０年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定につ

いて、議案第４６号、平成２０年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認

定について、議案第４７号、平成２０年度福崎町水道事業剰余金処分について

の各案を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに各案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

水 道 課 長 失礼いたします。 

まず初めに、議案第４５号、平成２０年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認

定について及び議案第４６号、平成２０年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出

決算認定についてご説明いたします。 

両議案とも地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定をお願い

するものであります。 

それでは、初めに、福崎町水道事業会計決算書の１２ページをお開きください。

福崎町水道事業の事業概要は、本年度は昨年度と比較して水の使用量は減りまし

た。また、下水道工事の減少に伴う設計検査手数料の減や営業費用の増により、

営業利益は減少しました。 

また、費用については、下水道工事に伴う配水管更新による資産減耗費の増も

ありましたが、極力節減に努めた結果、利益を得ることができました。 
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下水道工事に伴う配水管移設工事及び石綿管の入替えに取り組むとともに、漏

水箇所の早期修理に努め、有収率は上がり８６．１％となりました。 

維持管理では、給水の安全安定供給のため、千束送水ポンプの購入や送水管工

事を実施しました。 

また、福田水源地高圧受電設備の更新、駅前送水配管の修理、三ノ宮、辻川山

真空ポンプ取替え、残留塩素計の修理を行い、給水の安定供給を図りました。 

そして、福崎町水道事業中央監視装置更新工事を行い、維持管理の充実を図り

ました。 

また、水道週間に合わせて例年行っている町内業者育成及び災害時の早期対応

に備えて漏水探知機による漏水調査や製品説明を受けました。 

下の表では、給水量等の動きとして年度別に参考となるものをあらわしていま

す。 

水道課資料２ページから４ページに水道料金及び総配水量の表を添付しており

ますので、あわせてご参照ください。 

次に、恐れ入りますけれども、決算書の１ページ、２ページをご覧ください。 

水道事業決算報告書です。この決算報告書は、予算に対して執行状況を明らか

にするため、税込みで表示、比較しております。まず、収益的収入及び支出の収

入です。 

第１款水道事業収益、予算額合計４億７９８万７,０００円、決算額３億７,７

３６万８,８６８円、予算額に比べ決算額の増減３,０６１万８,１３２円の減、

昨年度比７．３％の減。 

第１項営業収益、決算額３億５,１２１万１,５７７円、うち仮受消費税及び地

方消費税１,５２２万５５６円、第２項営業外収益、決算額２,６１５万７,２９

１円、うち仮受消費税及び地方消費税１２１万６,２１０円、第３項特別利益は

決算額ゼロ円です。 

次に、支出です。第１款水道事業費用、予算額３億５,３７０万３,０００円、

決算額３億４,６８２万３,７７８円、不用額６８７万９,２２２円、昨年度比１

０．８％の増。 

第１項営業費用、決算額３億２,３３５万３,９９５円、うち仮払消費税及び地

方消費税６５８万９,９７４円、第２項営業外費用、決算額２,２４７万３,７５

８円、うち仮払消費税及び地方消費税は９７１円です。 

第３項特別損失は決算額９９万６,０２５円です。なお、この決算額について

は、消費税納付金が含まれ、附属書類１３ページ以降の税抜明細書とは合いませ

ん。 

次に、３ページ、４ページをご覧ください。資本的収入及び支出の収入です。 

第１款資本的収入、予算額合計４億３,０４４万１,８００円、決算額２億７,

３９８万７９５円、予算額に比べ決算額の増減マイナス１億５,６４６万１,００

５円、昨年度比１７．８％の増。 

第１項他会計補助金、決算額６５万８,０２７円、第２項工事負担金、決算額

２億７,３３２万２,７６８円です。 

次に、支出です。第１款資本的支出、予算額合計５億３,３５２万４,８００円、

決算額３億６,５８１万９,３０１円、翌年度繰越額地方公営企業法第２６条の規

定による繰越額２,２７８万２００円、不用額１億４,４９２万５,２９９円。 

第１項建設改良費、決算額３億４,１９７万８,６９８円、うち仮払消費税及び

地方消費税１,５５７万５,１８２円、第２項企業債償還金、決算額２,３８４万

６０３円。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額９,１８３万８,５０
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６円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額２５２万８,４７７円と当

年度分損益勘定留保資金８,９３１万２９円で補てんしました。 

次に、５ ページをご覧ください。平成２０年度水道事業損益計算書の説明を

いたします。 

１、営業収益は、１給水収益から３その他営業収益までの３項目を合わせまし

て３億３,５９９万１,０２１円です。昨年度と比べ１,６６１万２９０円の減と

なりました。減の要因は、給水収益が１,２１２万８,３０５円の減、その他営業

収益の設計検査手数料が７０５万２,０５９円の減、手数料が２７６万３,３１０

円の増等であります。 

次に、２番、営業費用は、１原水及び浄水費から６資産減耗費までの６項目を

合わせまして３億１,６７６万４,０２１円です。昨年度と比べ３,３５７万２,９

６０円の増となりました。増の主な要因は、原水及び浄水費の人件費７９９万５,

１９７円の減、修繕費の１,７７９万６,７９８円の増と配水及び給水費の修繕費

の２０８万４,２５８円の増と、県水受水費の料金改定による６６６万９,６００

円の増、資産減耗費の１,００９万３,６００円の増等であります。 

したがいまして、営業利益は１,９２２万７,０００円で、昨年度と比べ５,０

１８万３,２５０円の減となりました。 

３営業外収益は、１受取利息及び配当金から３雑収益までの３項目を合わせま

して２,４９４万１,０８１円です。昨年度と比べ、減の要因は、開発協力金が６

９５万５,０３２円の減、加入分担金が５４３万８,０００円の減等であります。 

４営業外費用は、１支払利息と２雑支出を合わせまして１,５１９万５,４３８

円です。 

したがいまして、経常利益は２,８９７万２,６４３円になり、昨年度と比べ、

６,１６７万１,１０７円の減となりました。 

５特別利益はございません。 

６特別損失は９９万６,０２５円です。 

したがいまして、当年度純利益は２,７９７万６,６１８円となり、前年度繰越

利益剰余金４,２９２万１,７４１円を加えますと当年度未処分利益剰余金は７,

０８９万８,３５９円となりました。 

次に、６ページご覧ください。水道事業剰余金計算書の利益剰余金について説

明をいたします。 

１減債積立金は、１前年度末残高の２,３３５万３,１７６円と、２前年度繰入

額の５００万円を合わせまして、３当年度処分額はございませんので、当年度末

残高は２,８３５万３,１７６円となります。 

２建設改良積立金は、前年度末残高の１億８,３８０万６,３３６円と前年度繰

入額の１億円を合わせまして、当年度処分額がございませんので、当年度末残高

は２億８,３８０万６,３３６円となり、積立金合計は３億１,２１５万９,５１２

円となります。 

未処分利益剰余金の前年度未処分利益剰余金は１億４,７９２万１,７４１円か

ら減債積立金の５００万円と建設改良積立金の１億円を引き、繰越利益剰余金年

度末残高は４,２９２万１,７４１円となり、当年度純利益の２,７９７万６,６１

８円を加え、当年度未処分利益剰余金は７,０８９万８,３５９円となります。 

次に、７ ページをご覧ください。資本剰余金の部について説明をいたします｡ 

１工事負担金の当年度発生高の２億７,２７２万２,７６８円から特定収入消費

税及び地方消費税圧縮額１,２９８万６,７９９円と当年度処分額９７８万５,４

０１円を差し引き、当年度末残高は２３億７,７８２万７,５９３円です。 
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２補助金の当年度発生高は６５万８,０２７円で特定収入消費税及び地方消費

税圧縮額３万１,３５５円と当年度処分額６２２万５,１１６円を差し引き、当年

度末残高は６,７１５万５,６１５円です。 

寄附金の当年度処分額はなく、年度末残高は１００万円です。 

４受贈財産評価額は、変動がございませんので、当年度末残高は６億１ ,３２

４万８,６７１円です。 

５消火栓設置工事負担金の当年度発生高は、６０万円で特定収入消費税及び地

方消費税圧縮額２万８,５７１円を差し引き、当年度末残高は１億１,８１０万９,

６１６円となります。 

翌年度繰越資本剰余金は、３１億７,７３４万１,４９５円となります。 

次に、８ページをご覧ください。剰余金処分計算書案について説明をいたしま

す。 

当年度未処分利益剰余金は７,０８９万８,３５９円で、２利益剰余金処分額と

して減債積立金に２００万円と建設改良積立金に６,０００万円を合わせて６,２

００万円を処分し、積み立てたいと考えています。したがいまして、３翌年度繰

越利益剰余金は８８９万８,３５９円となります。 

次に、９ページ、１０ページをご覧ください。貸借対照表についてご説明をい

たします。 

資産の部の１固定資産として土地から建設仮勘定まで合わせまして固定資産合

計は４３億７,９１２万３,５９３円です。 

２流動資産は現金預金と未収金と貯蔵品を合わせまして流動資産合計は５億４,

７８３万５,７０７円で資産合計は４９億２,６９５万９,３００円となります。

詳細につきましては、水道課資料１ページと５ページをご参照ください。 

負債の部の３流動負債は未払金とその他流動負債を合わせまして流動負債合計

は２,３７７万６,０９９円で、負債合計は２,３７７万６,０９９円となります。 

詳細につきましては、水道課資料１ ページをご参照ください。 

資本の部の４資本金は自己資本金と借入資本金でイの企業債を合わせまして、

資本金合計は１３億４,２７８万３,８３５円となります。 

５剰余金の資本剰余金は、イの受贈財産評価額からホの消火栓設置工事負担金

を合わせまして資本剰余金合計は３１億７,７３４万１,４９５円となります。 

利益剰余金はイの減債積立金からハの当年度未処分利益剰余金合わせまして、

利益剰余金合計は３億８,３０５万７,８７１円となり、剰余金合計は３５億６,

０３９万９,３６６円で、資本合計は４９億３１８万３,２０１円となり、負債資

本合計は４９億２,６９５万９,３００円となります。水道課資料に明細を添付し

ておりますので、あわせてご参照ください。 

次に、決算書の１３ページをご覧ください。 

議会の議決事項につきましては４件です。職員に関する事項は４件です。料金

その他供給条件の設定、変更に関する事項はございません。 

次に、１４ページをご覧ください。 

建設改良工事は、下水道工事に伴う配水管の移設工事と福田水源地高圧受電設

備改修工事と福崎町水道事業中央監視装置更新工事と町有財産旧給食センター跡

地を購入しました。 

次に、１５ページをご覧ください。２０年度の事業合計１７件で、２億５,６

６９万４,５５８円です。 

次に、１６ページをご覧ください。平成１９年度繰越事業は７件で６,３６２

万３,８００円であり、合計で３億２,０３１万８,３５８円です。 
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次に、１７ページをご覧ください。送配水管等入れかえの状況につきましては、

下水道工事に伴う配水管移設工事等と消火栓４基を設置しました。増加の小計欄

の合計が１万７,０６９メートル、減少の小計欄の合計が１万４,８７４メートル、

差引合計で２,１９５メートルが平成２０年度でふえた延長です。したがいまし

て、昨年の総延長１８万１,７８４メートルに本年度の増加延長２,１９５メート

ルを加え、平成２０年度の総延長は１８万３,９７９メートル、石綿管は昨年度

総延長１万１,６５５メートルから本年度減少分ＡＣＰ欄の合計７,４８７メート

ルを引きますと、平成２０年度石綿管総延長は４,１６８メートルとなり、石綿

管比率は２．３％になりました。 

給水工事は１９７件の工事を行いました。以下、保全工事及び業務に関して説

明していますのでお目通しください。 

次に、決算書の２５ページをお開きください。 

水道事業会計収益費用明細書について説明をいたします。 

まず、収益であります。水道事業収益は、３億６,０９３万２,１０２円で営業

収益は３億３,５９９万１,０２１円、内容としましては、水道料金から消火栓水

使用料まで、その主なものは、水道料金が３億７５万６,６３５円と、設計検査

手数料の２,９１０万３,４０７円であります。 

営業外収益は２,４９４万１,０８１円で、内容としましては、預金利息から次

のページのその他雑収益までで、主なものは開発協力金が７８９万５,１６７円

と加入分担金が１,５７８万５,８００円です。 

次に、２７ページをお開きください。費用であります。水道事業費用は３億３,

２９５万５,４８４円で、営業費用は３億１,６７６万４,０２１円で、原水及び

浄水費は、水源地にかかる費用で給料から雑費までで４,９９１万３,１１１円、

主なものは人件費のほか修繕費の２,０４８万９,４２８円と、動力費の１,５０

９万４６９円です。 

配水及び給水費は、配水地と給水配水管にかかる費用で、給料から次のページ

の受水費までで１億４１３万５,２９５円で、主なものは人件費のほか、次のペ

ージの委託料が６９６万７,１９７円と、修繕費が１,３２３万４６４円と、県水

受水費の４,００９万５,２８８円です。 

総係費は、水道にかかる通常経費で、給料から雑費までで３,０６２万６,９４

１円で、主なものは人件費です。そのほかには減価償却費が６,６６６万４,８４

８円と資産減耗費が６,５２６万８,８２６円です。営業外費用は支払利息の１,

３６８万２,２３９円と雑支出の１５１万３,１９９円です。特別損失は９９万６,

０２５円です。 

次に、３０ページをお開きください。水道事業会計資本的収入及び支出の明細

について説明をいたします。 

まず、収入です。資本的収入は２億７,３９８万７９５円で、補助金は６５万

８,０２７円です。工事負担金は消火栓設置工事負担金が６０万円と工事負担金

が２億５,１４２万８,４５８円と給水工事負担金の２,１２９万４,３１０円です。 

次に、支出であります。３１ページをお開きください。 

資本的支出は３億５,０２４万４,１１９円で、建設改良費の３億５７７万４,

６２０円と給水工事費の２,０６２万８,８９６円と企業債償還金２,３８４万６

０３円です。 

次に、３２ページをご覧ください。 

固定資産明細書についてご説明をいたします。 

土地から建設仮勘定まで合計で年度末現在高は５７億１,１９２万１,３１１円
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で、減価償却の当年度増加額は６,６６６万４,８４８円で、当年度減少額は２,

５９７万１,２３４円、累計１３億３,２７９万７,７１８円になり、差し引きし

ますと年度末償却未済額は４３億７,９１２万３,５９３円になります。 

次に、３３ページをご覧ください。 

企業債明細書について説明をいたします｡企業債明細書は、合計で当年度償還

高が２,３８０万６０３円で、未償還残高は２億７,０５６万５,５８６円で、償

還利子は１,３６８万２,２３９円です。 

以上で、議案第４５号の説明を終わらせていただきます。 

続きまして、議案第４６号について説明をいたします。 

それでは、平成２０年度福崎町工業用水道事業会計決算書の１０ページをお開

きください。福崎町工業用水道事業の事業概要で本年度は、給水水量及び給水収

益も減少し、損失が出ることになりました。 

また、漏水修理に努め、有収率は９６.５％となり、安定した供給ができまし

た。 

維持管理では、新町水源地の操作盤改修や２号送水ポンプの修繕を行い、送水

量の確保に努めるとともに、適切な維持管理に努めました。 

下の表では、契約水量等の動きとして、年度別に参考となるものをお示しして

おります。水道課資料３ページと１７ページには料金及び配水量の表を添付して

おりますので、あわせてご参照ください。 

それでは恐れ入りますけれども、決算書の１ページ、２ページをお開きくださ

い。工業用水道事業決算報告書の収益的収入及び支出についてご説明をいたしま

す。 

まず、収入であります。１款の工業用水道事業収益、予算額合計２,３８８万

６,０００円、決算額２,２７１万９８６円、予算額に比べ決算額の増減マイナス

１１７万５,０１４円、昨年度比６.５％の減。 

第１項営業収益、決算額２,２５３万３６０円、うち仮受消費税及び地方消費

税１０７万２,８６９円、第２項営業外収益、決算額１８万６２６円であります。 

次に、支出であります。第１款工業用水道事業費用、予算合計２,４６２万８,

０００円、決算額２,３１０万５,１０９円、不用額１５２万２,８９１円、昨年

度比８.６％の減。 

第１項営業費用、決算額２,２４４万５,０３１円、うち仮払消費税及び地方消

費税４１万２,７９１円、第２項営業外費用、決算額６６万７８円です。なお、

この決算額については、消費税納付金が含まれており、以後の税抜明細書とは合

いません。 

次に、３ページをご覧ください。損益計算書について説明をいたします。 

１営業収益は、給水収益の２,１４５万７,４９１円です。 

２営業費用は送水及び配水費から減価償却までの３項目合わせまして２,２０

３万２,２４０円で、差引営業損失は５７万４,７４９円となりました。 

３営業外収益は受取利息及び配当金と雑収益まで合わせまして１８万６２６円

です。営業外費用はありません。したがいまして、経常損失は営業損失と営業外

収益を差し引き３９万４,１２３円で当年度純損失は３９万４,１２３円となり、

前年度繰越利益剰余金の１,０３５万４,１３８円を加え、当年度未処分利益剰余

金は９９６万１５円になります。 

次に、４ページをご覧ください。剰余金計算書の利益剰余金について説明をい

たします。 

１利益積立金は、前年度繰入額はありませんので、当年度末残高は６１６万２
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０７円となります。 

建設改良積立金の当年度末残高は３,２９６万２,２３７円で、積立金合計は３,

９１２万２,４４４円となります。 

３未処分利益剰余金は、利益積立金がありませんので、繰越利益剰余金年度末

残高は１,０３５万４,１３８円となり、当年度純損失の３９万４,１２３円を差

し引き、当年度未処分利益剰余金は９９６万１５円となります。 

次に、５ページをご覧ください。資本剰余金についてご説明をいたします。 

１工事負担金の当年度発生高はなく、年度末残高は１億７,８８１万２,３４５

円です。２国庫補助金と３寄附金はありません。 

４受贈財産評価額につきましては、当年度発生高はなく、年度末残高は６億７,

４２８万６,３０９円となり、翌年度繰越資本剰余金は８億５,３０９万８,６５

４円となります。 

次に、６ページをご覧ください。剰余金処分計算案について説明いたします｡ 

１当年度未処分利益剰余金は９９６万１５円で、３翌年度繰越利益剰余金は９

９６万１５円となります。 

次に、７ページ、８ページをご覧ください。貸借対照表について説明をいたし

ます。 

資産の部、固定資産は、イ土地からホ車両運搬具まで合わせまして、固定資産

合計は８億６,９７３万９,５６９円です。詳細については、水道課資料２０ペー

ジから２１ページをご参照ください。 

２流動資産は、現金預金と未収金合わせまして流動資産合計は７,１１９万９,

３８５円となり、資産合計は９億４,０９３万８,９５４円です。詳細につきまし

ては、水道課資料１６ページをご参照ください。 

負債の部、３流動負債は、未払金が６７万７８円で、負債合計は６７万７８円

です。詳細につきましては、水道課資料１６ページをご参照ください。 

資本の部の４資本金は自己資本金が３,８０８万７,７６３円で、資本金合計は

３,８０８万７,７６３円です。 

５剰余金の資本剰余金は、イ受贈財産評価額とロ工事負担金を合わせまして資

本剰余金合計は８億５,３０９万８,６５４円です。利益剰余金は、イ利益積立金

とロ建設改良積立金とハ当年度未処分利益剰余金を合わせまして、利益剰余金合

計は４,９０８万２,４５９円で、剰余金合計は９億２１８万１,１１３円となり、

負債資本合計は９億４,０９３万８,９５４円となります。 

次に、１１ページをご覧ください。議会の議決事項につきましては３件です｡ 

職員に関する事項は４件です。料金、その他供給条件の設定、変更に関する事

項につきましてはございません。 

次に、１２ページをご覧ください。表では保全工事の内容について説明してい

ますので、後ほどお目通しください。 

次に、１４ページをご覧ください。福崎町工業用水道事業会計収益費用明細書

の収益について、説明をいたします。 

工業用水道事業収益は２,１６３万８,１１７円で、営業収益の内容といたしま

しては、給水収益の水道料金が２,１４５万７,４９１円です。営業外収益の内容

といたしましては、預金利息が１８万５９７円とその他雑収益が２９円です。 

次に、１５ページをご覧ください。費用につきまして説明をいたします。工業

用水道事業は２,２０３万２,２４０円で、営業費用は送水及び配水費で、事業に

かかる経常経費で給料から会費負担金までで２,１０３万２,３５０円で、その主

なものは給与と修繕費１３８万６,０００円と動力費の５６７万１,１５３円です。
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減価償却費は９９万９,８９０円です。 

次に、１７ページをご覧ください。固定資産明細書については、土地から車両

運搬具まで、合計で年度末現在高は８億８,６７４万４,３１５円、減価償却費の

当年度増加額は９９万９,８９０円で当年度減少額はなく、累計１,７００万４,

７４６円になり、差し引きしますと年度末未済額は８億６,９７３万９,５６９円

となります。 

以上で、説明を終わらせていただきます。両議案ともよろしくご審議賜り、認

定いただきますようお願いを申し上げます。 

それでは最後に、議案第４７号について説明をいたします。 

議案第４７号につきましては、議案第４５号に関係いたしまして水道事業会計

の剰余金を建設改良積立金に６,０００万円を処分したいので、地方公営企業法

３２条第２項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、水道事業会計の決算書８ページに剰余金処分計算案とい

うことでお示しをしております。本年度利益剰余金のうちから建設改良積立金と

して６,０００万円を処分する議案を上程しております。よろしくご審議賜り、

ご承認いただきますようお願いを申し上げます。 

議 長 ただいま、担当課長からの説明が終わりました。議案に対して監査委員からの

意見書が提出されておりますので、事務局から朗読し、その後、監査委員から

の補足説明を求めます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、監査委員から補足説明を求めます。 

代表監査委員 失礼いたします。 

それでは、平成２０年度水道事業会計及び工業用水道事業会計に対する監査意

見を申し上げます。 

水道事業会計及び工業用水道事業会計について、去る５月１８日、福永監査委

員とともに、第１委員会室において、豊國水道課長、長沢参事、西村係長の出席

を求め、事業報告及び政令で定める予算区分に従って作成された関係書類の説明

を求め、慎重に審査した結果、次の意見を提出いたします。 

水道事業会計について、審査に付された水道事業会計決算諸表を照合し、計数

的に適正であると認めました。本年度の給水戸数は７,３８７戸で、昨年対比２

０３戸、２.８％の増となった。給水量については、２５５万３９７立方メート

ルで、昨年度対比３.３％減、給水収益も昨年度より１,２１２万８,０００円減

少している。有収率は漏水箇所の早期修理に努め、１.４％上がり、８６.１％と

なっている。 

収益的収支につきましては、予算対比税込み３,０６１万８,０００円、７.

５％の減、昨年度対比２,９７６万５,０００円、７.３％の減となっている。 

内容については、水道料金が主な運営収益で予算対比２,９４７万４,０００円、

７.７％の減、昨年度対比で１,７０９万８,０００円、４.６％の減。営業外収益

は開発協力金の減少で、予算対比１１３万４,０００円、４.２％の減、昨年度対

比１,２６６万８,０００円で３２.６％の減となっております。 

資本的収入につきましては、予算対比１億５,６４６万１,０００円、３６.

３％の減、昨年度対比４,１４７万円、１７.８％の増となっている。 

これは下水道工事に伴う配水管移設工事負担金の増によるものであります。 

支出については、昨年度と比較して収益的支出と下水道工事に伴う配水管移設

工事の資産減耗費もありますが、支払利息の減少と経費の節減努力もあり、予算

対比税込み６８７万９,０００円、１.９％の減、昨年度対比３,３８５万１,００
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０円、１０.８％の増となっております。 

結果、前年度と比較すると、大きく減少したものの、収益的収支は税抜きで２,

７９７万７,０００円の収益を確保しております。 

資本的支出は、下水道工事に伴う配水管移設工事、福崎町水道事業中央監視装

置更新工事、旧給食センター跡地購入事業、消火栓の設置等改良事業を進めたこ

とと下水道工事に伴う配水管新設工事の一部を２１年度に繰り越したため、予算

対比１億６,７７０万５,０００円、３１.４％の減少、昨年度対比３,１６６万３,

０００円、９.５％増となっております。内容については、建設改良費が昨年度

対比３,０６２万８,０００円、９.８％増、企業債償還金は昨年度に比べ１０３

万４,０００円、４.５％の増となり、資本的収入額と資本的支出額に不足する９,

１８３万９,０００円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘

定留保資金で補てんされておりました。 

本年度も下水道工事と併行して、石綿管の入替えを実施し、石綿管比率２.

３％、昨年度は６.４％になっておりました。配水管等の修理件数は９２件とな

っております。有収率は８６.１％と、昨年度対比１.４％上がっております。有

収率目標９０％と定められておりますので、さらに継続的努力をお願い申し上げ

ます。 

給水原価は費用増もあり、昨年度より上がり、１３０円４９銭であります。 

本年度は、消火栓増設は４基でありました。本年度は、企業の景気停滞もあり、

水の使用が減少したため、収益が減少したものの、黒字経営を確保されました。

さらなる経費節減努力をされるとともに、余裕資金の短期運用にも、さらに努力

をされたい。 

未収金の徴収体制が強化されたとはいえ、さらなる工夫が必要かと考えます。 

なお、常に水道事業と公共下水道事業は、一体で工事が進められている状況が

多くありますので、今後、合理化・効率化を図られるべきかと考えますので、公

共下水道との業務統一に向けた検討等もお願い申し上げたいと思います。 

工業用水道事業について、審査に付された工業用水道事業会計決算諸表を照合

し、計数的に適正であると認めました。本年度は、給水量並びに給水収益が景気

後退により減少しました。しかし、給水原価は費用減少により、約１円程度安く

なっております。 

収益的収支につきましては、収入が予算対比１１７万５,０００円、４.９％減、

昨年度対比１５８万７,０００円、６.５％の減となっております。 

支出につきましては、予算対比１５２万３,０００円、６.２％減、昨年度対比

２１６万円、８.５％の減となり、結果、３９万４,０００円の損失となっており

ます。 

本年度は黒字に向けた努力をしたいとのことでありましたが、あと一歩で実現

できなかった。さらなる経費節減と、維持管理における工夫をする中、黒字に向

けた経営努力をお願い申し上げます。 

以上でございます。よろしくご審議賜りまして、よろしくお願い申し上げまし

て、監査意見とさせていただきます。ありがとうございました。 

議 長 次、議案第４８号、工事請負契約の変更について、事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を担当課長から求

めます。 

下 水 道 課 長 失礼いたします。 

それでは、議案第４８号、工事請負変更契約についてご説明申し上げます。 
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議案の内容は、事務局の朗読のとおりでございます。 

この議案は、田原第３汚水幹線管渠工事の推進工において、計画していた全延

長８５８メートルが順調に進み、予定より早く到達いたしました。当初の設計で、

地質調査データから想定していた推進工の進路における大きな転石等の障害物に

対して、これらを除去するための障害物除去工を３カ所計上していましたが、こ

れらの障害が発生しなかったため、不要となった障害物除去工３カ所にかかる費

用を減額するため、工事請負変更契約を締結するに当たり、規定により議会の議

決をお願いするものです。 

下水道課資料２ページに全区間の平面図を示しております。右下には工事の変

更内訳の概要を示しておりますが、工事の総延長は８５８メートルのほか、各工

事項目での数量の変更はございません。 

推進工ヒューム管８００ミリにおける障害物除去工３カ所が減となり、約１ ,

６２８万８,０００円の減、それに伴って、推進工事の期間が約１.５カ月短くな

ったことによる推進工の機械損料等、これが１,２３６万６,５００円の減となり

ます。 

以上の変更により、総額で２,８６５万４,５００円の減額となるものです。 

なお、全体の工期は平成２０年９月９日から平成２１年８月３１日でありまし

たが、今回の推進工が早期に終わったことにより、工事の完了は約１カ月程度早

まるものと予想しております。 

以上で、議案第４８号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご

賛同いただきますようお願いいたします。 

議 長 次に、請願第２号、「公共工事における賃金等確保法」（仮称）の制定など公共

工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書提出を求める

件を事務局に朗読させます。 

（書記朗読） 

議 長 朗読が終わりましたので、さらに本案に対する詳細なる説明を求めます。 

小林 博議員 失礼いたします。 

ただいま書記の方から件名まで朗読をいただきましたとおりの趣旨でございま

す。 

あと、この趣旨に関する部分を読んでいただけますと、大体わかっていただけ

るというふうに思います。福崎町でも２０４名の方、あるいは１４社という方々

がこの組織に関与されておるというふうに思っておるわけであります。 

建設業における元請、下請という、そういう重層的な関係の中で、他の産業と

は違って、明確な賃金体系が確立されていないということ、仕事量の変動によっ

て単価や労務費の引き下げがあったりして、生活の安定が非常に確保しにくいと

いう、そういう状況になっておるわけであります。 

国においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律というも

のが制定されておりまして、この法の制定のときに、建設労働者の賃金、労働条

件の確保が適切に行われることという、国会における附帯決議がなされておるの

でありますが、これがなかなか実行されていないところからこの請願となってお

るものでございます。請願の項目につきましては、見出しのような趣旨でござい

まして、１、２となっております。新法を求めること、それからこの附帯決議の

実効ある施策を求めております。 

この請願の採択なり、あるいは意見書の提出につきましては、全国でもう既に

７５１、兵庫県におきましても、２７の自治体が決議をされておりまして、福崎

町ではもう既に遅い方でございますけれども、要望を受けておりますので、提出
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をさせていただきました。よろしくお願いをいたします。 

議 長 以上で、本定例会１日目の日程はすべて終了いたしました。 

本日は、これにて散会することといたします。ご苦労さんでございました。 

 

散会 午後０時０１分 


